
整理番号 市民－条申－15-1

申請に対する処分個別票

所管局部担当名
（電話番号）

処分担当名

処分の名称

概　要

根拠法令等
及び条項

審査基準

標準処理期間

経由日数

提出先

提出時期

提出方法

手数料

相談窓口

ホームページ

備　考

各区役所

各区役所

随時

各区の区役所へ大阪市区役所附設会館の使用料の減免申請を行ってください。

無料

大阪市区役所附設会館条例第１３条
(http://www2.city.osaka.jp/reiki/reiki.html)

（減免基準）
◎次に掲げる要件を満たす場合は使用料を減免します。
（１） 区役所の事務又は事業の用に供するとき
（２） 区民の組織する団体その他市長がこれに相当すると認めるものが第２条の目的に即した使用をすると
き
（３） その他市長が特別の事由がある認めるとき
　
（減免対象）
・ 室使用料
・ 附属設備使用料

即時又は２日

市民局市民部地域振興担当
(        06-6208-7318          )

各区役所

区役所附設会館の使用料減免申請

大阪市区役所附設会館を使用する際、使用料減免申請を行う事で使用料が減免されることがあります。



区名 施設名 指定管理者 施設所管局部課名 連絡先
北区民センター

大淀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-

都島区 都島区民センター 都島区コミュニティ協会 都島区区民企画担当 ６８８２－９７３４

福島区 福島区民センター 福島区コミュニティ協会 福島区区民企画担当 ６４６４－９７３４

此花区 此花区民ホール 此花区コミュニティ協会 此花区地域振興担当 ６４６６－９７３４

中央区民センター

中央会館

西区 西区民センター 西区コミュニティ協会 西区区民企画担当 ６５３２－９７３４

港区民センター

港近隣センター

大正区民ホール （区直営）

大正会館 大正区コミュニティ協会

天王寺区 天王寺区民センター 天王寺区コミュニティ協会 天王寺区区民企画担当 ６７７４－９７３４

浪速区 浪速区民センター 浪速区コミュニティ協会 浪速区区民企画担当 ６６４７－９７３４

西淀川区民ホール

西淀川区民会館

淀川区 淀川区民センター 淀川区コミュニティ協会 淀川区区民企画担当 ６３０８－９７３４

東淀川区民ホール （区直営）

東淀川区民会館 東淀川区コミュニティ協会

東成区民ホール （区直営）

東成会館

玉津会館

生野区 生野区民センター 生野区コミュニティ協会 生野区区民企画担当 ６７１５－９７３４

旭区 旭区民センター 旭区コミュニティ協会 旭区区民企画担当 ６９５７－９７３４

城東区民ホール

城東会館

鶴見区 鶴見区民センター 鶴見区コミュニティ協会 鶴見区区民企画担当 ６９１５－９７３４

阿倍野区 阿倍野区民センター 阿倍野区コミュニティ協会 阿倍野区区民企画担当 ６６２２－９７３４

住之江区民ホール （区直営）

住之江会館 住之江区コミュニティ協会

東住吉区民ホール （区直営）

東住吉会館 東住吉区コミュニティ協会

平野区民センター

平野区民ホール

西成区 西成区民センター 西成区コミュニティ協会 西成区区民企画担当 ６６５９－９７３４

６６９４－９７３４住吉区民センター

平野区 平野区コミュニティ協会 平野区区民企画担当 ４３０２－９７３４

城東区区民企画担当

東住吉区 東住吉区区民企画担当 ４３９９－９７３４

住之江区 住之江区区民企画担当 ６６８２－９７３４

住吉区 住吉区コミュニティ協会 住吉区区民企画担当

６９３０－９７３４

東成区地域振興担当 ６９７７－９７３４

東淀川区 東淀川区区民企画担当 ４８０９－９７３４

東成区コミュニティ協会
東成区

城東区 城東区コミュニティ協会

西淀川区 西淀川区コミュニティ協会 西淀川区区民企画担当 ６４７８－９７３４

港区 港区コミュニティ協会 港区地域振興担当

大正区 大正区地域振興担当 ４３９４－９７３４

６５７６－９７３４

中央区コミュニティ協会 中央区区民企画担当 ６２６７－９７３４中央区

　区役所附設会館一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北区 北区コミュニティ協会 北区区民企画担当 ６３１３－９７３４




